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所得税確定申告所得税確定申告所得税確定申告所得税確定申告のののの相談会場相談会場相談会場相談会場のごのごのごのご案内案内案内案内 
 

市民税などの申告や相談と合わせて、所得税の確定申告についての相談･受付を実

施します。所得税の還付が発生する「給与所得」「雑所得（公的年金など）」などの

申告が対象です。「青色申告」「土地建物や株式等の譲渡所得」「配当所得」などの申

告相談は行いませんので、園部税務署でご相談ください。 

●期間期間期間期間 ２月１６日（木）～３月１５日（木）※土、日曜日は除く。 

●時間時間時間時間 午前９時～午後４時３０分 ※正午～午後１時を除く。また、混雑状況な

どにより早期に受付を終了する場合もあります。 

●場所場所場所場所  園部会場：市役所１号庁舎３階会議室 

     八木会場：市役所八木支所１階市民ルーム 

     日吉会場：市役所日吉支所２階申告会場 

     美山会場：美山文化ホール２階第1会議室 

＜市･府民税の申告について＞ 

 市･府民税の申告は、所得税の申告が不要な方も金額の多少にかかわらずしていた

だく必要があります（申告をされないと所得証明書などの発行、老人医療、福祉医

療などの制度や国民健康保険税の軽減が受けられなくなります）。ただし、所得税の

確定申告をされた方や、給与所得のみで年末調整した給与支払報告が市に提出され

ている方、公的年金などを受給されている方は不要です。 

 

◇問合せ先 税務課 TEL（0771）68-0004 

各支所 地域総務課 TEL 八木（0771）68-0020 

日吉（0771）68-0030 美山（0771）68-0040 

平成平成平成平成２３２３２３２３年度父子家庭奨学金等支給事業年度父子家庭奨学金等支給事業年度父子家庭奨学金等支給事業年度父子家庭奨学金等支給事業のののの案内案内案内案内    

 
父子家庭などの経済的援助として、奨学金支給制度を設けています。対象の方は、

申請してください。 
●対象対象対象対象者者者者 平成２３年４月１日現在から、引き続き南丹市に居住している父子家庭

の児童の養育者。 
※京都府の奨学金制度の適用を受けている方は対象外です。 
※平成２３年４月２日以降に父子家庭となった場合、および平成２３年４月２日以

降に転入されてきた父子家庭は、今年度の支給対象ではありません。 
●支給額支給額支給額支給額（（（（年額年額年額年額）））） 幼児：6,000円、小学生：12,000円、中学生：24,000円、 

高校生：36,000円（申請者名義の口座に振込み） 
●申請者申請者申請者申請者 対象児童の養育者 
●申請申請申請申請にににに必要必要必要必要なものなものなものなもの 印鑑、在学証明書（高校生の場合） 

●申請方法申請方法申請方法申請方法 ２月２９日（水）までに子育て支援課または各支所健康福祉課に備え

付けの申請用紙に記入の上、申請してください。 
 

◇申請・問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

高等学校奨学金高等学校奨学金高等学校奨学金高等学校奨学金（（（（第第第第１１１１次申請次申請次申請次申請））））のののの受受受受けけけけ付付付付けについてけについてけについてけについて    

 

京都府では、高等学校奨学金の第１次申請を受け付けます。 

●申請期間申請期間申請期間申請期間 ２月１日（水）～２９日（水） 
●●●●対象者対象者対象者対象者 南丹市内在住の平成２４年度新１年生を含む全学年の在校生で、次のす

べてに該当する方 
①平成２３年度市民税（平成２２年中の所得に係る市・府民税）が非課税の世帯

に属する方 
②母子（父子）世帯（２０歳以上６５歳未満の同居者がいない家庭）、児童世帯、 
身体障害者世帯、長期療養者世帯などに該当する世帯の方 
③高等学校（高等専門学校などを含む）に修学予定の方および在校の方 
※同居している方の状況によっては対象とならない場合があります。 
※他の奨学金制度などを受けている方は、支給調整をすることがあります。 

●必要書類必要書類必要書類必要書類 ①申請書 ②同意書２種類（返還・併給調整および在学確認用） 
③平成２３年度課税証明書（平成２２年中の所得に係る市町村民税が非課税であ

り扶養控除などの人数が確認できるもの） 
 ④生徒手帳のコピー（平成２４年度新1年生を除く） 
※①、②は南丹保健所、社会福祉課および各支所健康福祉課に備え付けています。 
 
◇提出・問合せ先 南丹保健所福祉室 TEL（0771）62-0363 

社会福祉課 TEL（0771）68-0007 

         各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

２２２２月月月月のののの母子保健事業母子保健事業母子保健事業母子保健事業のののの日程日程日程日程についてについてについてについて    

 

対象者の方には個別に案内・問診票を郵送します。 

日程 事業名 対象（月齢など） 

２月３日（金） 乳児後期健診 平成２３年３月生 

２月１０日（金） 乳児前期健診 平成２３年１０月生 

２月１４日（火） 離乳食教室 生後４カ月～１歳ごろの乳児と保護者 

２月１７日（金） ３歳５カ月児健診 平成２０年７月２８日～８月２６日生 

２月２１日（火） ２歳５カ月児健康相談 平成２１年８月６日～９月５日生 

２月２３日（木） １歳８カ月児健診 平成２２月５月１７日～６月２１月生 

●場所場所場所場所 園部保健福祉センター 

 

◇問合せ先 保健医療課 TEL（0771）68-0016 

名越康文名越康文名越康文名越康文氏講演会氏講演会氏講演会氏講演会「「「「子育子育子育子育ててててのののの処方箋処方箋処方箋処方箋」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

 すべての家庭が安心して子どもを育てることができる環境づくりの一環として、

育児不安などを解消すべく南丹市子育て応援講演会を開催します。 

●●●●日時日時日時日時 ２月１８日（土）午後２時（開場：午後１時３０分～） 
●●●●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館イベントホール 
●講師講師講師講師 精神科医 名越 康文氏  
●テーマテーマテーマテーマ 「ほめる育児のすすめ 子育ての処方箋」 
●そのそのそのその他他他他 当日保育ルームを開設します。乳幼児の託児を希望される方は、２月３

日（金）までに、電話でお申し込みください。 
・託児対象：１～３歳まで（２月１８日時点） ・託児定員：１０人（先着順） 
・保育ルーム運営協力：南丹市ファミリー・サポート・センターおまかせ会員 

 
◇申込・問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

南丹市人権活動交流会南丹市人権活動交流会南丹市人権活動交流会南丹市人権活動交流会をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

地域・学校・職場などそれぞれの立場・環境で取り組んでいる活動内容を教材と

して、日常の中で思っていることや感じていることなどの意見交流を行い、今後の

活動の発展につなげることを目的に開催します。（申込不要） 

●日時日時日時日時 ２月２５日（土）午後１時３０分～４時 ●場所場所場所場所 美山文化ホール  
●主催主催主催主催 南丹市人権教育・啓発推進協議会 ●対象対象対象対象 南丹市在住・在勤・在学の方 
●そのそのそのその他他他他 会場までの送迎を準備しています。希望の方はご連絡ください。 
 

◇連絡・問合せ先 市民課 TEL（0771）68-0005  

社会教育課 TEL（0771）68-0057 

「「「「無料法律登記相談会無料法律登記相談会無料法律登記相談会無料法律登記相談会」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

京都司法書士会では無料法律登記相談会を開催します。登記などでお悩みの方は、

この機会に一度ご相談ください。どんなわずかなことでも結構です。（申込不要） 

日程 時間 場所 

日吉町生涯学習センター「遊ｙｏｕひよし」

２階会議室 ２月１２日（日） 

美山文化ホール２階第１会議室    

２月１８日（土） 園部公民館３階大研修室 
２月２６日（日） 

いずれも 
午後１時～４時 

八木公民館２階集会室 
 

◇問合せ先 京都司法書士会園部支部 TEL（0771）62-0072 
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